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「社会体制と法」研究会2002年度研究会全国総会

2002年5月31日（金）広島大学東千田キャンパス

テーマ

趣旨説明

報告者

コメンテータ一

司会

「『近代経験』と体制転換」

高見浮磨（東京大学東洋文化研究所）

小林公司（北海道東海大学）

「ドイツ分断以降再統一 (1945～1990）に至る両ドイツの近代

化の特質と再統一過程におけるそのリノ〈ウンド的特徴」

鈴木 賢（北海道大学大学院法学研究科）

「現代中国法にとっての近代法経験」

阿曽正浩（北見工業大学工学部）

大江泰一郎（静岡大学人文学部）
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